
○
法
務
省
令
第
四
十
八
号

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
、
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
）
及
び
不
動
産
登
記
令

（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
業
登
記
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
七
年
九
月
三
十
日

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

商
業
登
記
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
商
業
登
記
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

商
業
登
記
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
法
務
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
電
磁
的
記
録
）

（
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
電
磁
的
記
録
）

第
三
十
六
条

［
略
］

第
三
十
六
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
項
の
情
報
は
、
法
務
大
臣
の
指
定
す
る
方
式
に
従
い
、
当
該
情
報
の
作
成
者
（

３

前
項
の
情
報
は
、
法
務
大
臣
の
指
定
す
る
方
式
に
従
い
、
当
該
情
報
の
作
成
者
（

認
証
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
作
成
者
及
び
認
証
者
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

認
証
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
作
成
者
及
び
認
証
者
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
、
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

）
が
第
三
十
三
条
の
四
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
日
本
産

業
規
格
Ｘ
五
七
三
一

八
の
附
属
書
Ｄ
に
適
合
す
る
方
法
で
あ
つ
て
同
附
属
書
に
定

―

め
る
ｎ
の
長
さ
の
値
が
二
千
四
十
八
ビ
ッ
ト
（
指
定
公
証
人
（
公
証
人
法
（
明
治
四

十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
条
ノ
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
公
証
人
を
い
う

。
）
が
講
ず
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
千
四
十
八
ビ
ッ
ト
又
は
三
千
七
十
二
ビ
ッ
ト

）
で
あ
る
も
の
を
講
ず
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
４
～
６

略
］

［
４
～
６

同
上
］

（
登
記
申
請
の
方
法
）

（
登
記
申
請
の
方
法
）

第
百
二
条

前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
申
請
を
す
る
に
は
、
申
請
人

第
百
二
条

前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
申
請
を
す
る
に
は
、
申
請
人

又
は
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
代
理
人
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
申
請
人
等
」
と
い

又
は
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
代
理
人
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
申
請
人
等
」
と
い

う
。
）
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に

う
。
）
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た

記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
三
条
の
四
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
も
の

も
の
（
以
下
「
申
請
書
情
報
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
以
下
「
申
請
書
情
報
」
と
い
う
。
）
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

申
請
人
等
（
委
任
に
よ
る
代
理
人
を
除
く
。
）
が
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お

３

申
請
人
等
（
委
任
に
よ
る
代
理
人
を
除
く
。
）
が
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
申
請
書
情
報
を
送
信
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
人
等
が
第
一
項
に
規
定
す
る

い
て
、
申
請
書
情
報
を
送
信
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
人
等
が
第
一
項
に
規
定
す
る

措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
情
報

措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
情
報

で
あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
併
せ
て
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業

三

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第

者
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規

八
条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び

則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号

認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産

に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
電
子
証
明
書
で
あ
つ
て
、
氏
名

業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
そ
の
他

、
住
所
、
出
生
の
年
月
日
そ
の
他
の
事
項
に
よ
り
当
該
措
置
を
講
じ
た
者
を
確
認

の
電
子
証
明
書
で
あ
つ
て
、
氏
名
、
住
所
、
出
生
の
年
月
日
そ
の
他
の
事
項
に
よ

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
法
務
大
臣
の
定
め
る
も
の

り
当
該
措
置
を
講
じ
た
者
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
法
務
大
臣
の

定
め
る
も
の

四

［
略
］

四

［
同
上
］

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

（
添
付
書
面
の
特
則
）

（
添
付
書
面
の
特
則
）

第
百
三
条

第
百
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お

第
百
三
条

第
百
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
申
請
人
等
が
、
前
条
第
二
項
の
添
付
書
面
情
報
と
し
て
、
第
六
十
一
条
第
七

い
て
、
申
請
人
等
が
、
前
条
第
二
項
の
添
付
書
面
情
報
と
し
て
、
第
六
十
一
条
第
七

項
の
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
代
わ
る
べ
き
情
報
で
あ
つ
て
当
該
就

項
の
就
任
を
承
諾
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
に
代
わ
る
べ
き
情
報
で
あ
つ
て
当
該
就

任
を
承
諾
し
た
取
締
役
等
（
成
年
後
見
人
又
は
保
佐
人
が
本
人
に
代
わ
つ
て
承
諾
す

任
を
承
諾
し
た
取
締
役
等
（
成
年
後
見
人
又
は
保
佐
人
が
本
人
に
代
わ
つ
て
承
諾
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
意
を
し
た
本
人
で
あ
る
取
締
役
等
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
意
を
し
た
本
人
で
あ
る
取
締
役
等
。
以
下
こ
の
条
に
お
い



て
同
じ
。
）
が
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
し
、

て
同
じ
。
）
が
第
三
十
三
条
の
四
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
し
、
併
せ

併
せ
て
、
前
条
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に

て
、
前
条
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ

掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
送
信
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
つ
い
て
は
、
当
該
就
任
を

る
電
子
証
明
書
を
送
信
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
に
つ
い
て
は
、
当
該
就
任
を
承
諾

承
諾
し
た
取
締
役
等
に
つ
い
て
の
第
六
十
一
条
第
七
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

し
た
取
締
役
等
に
つ
い
て
の
第
六
十
一
条
第
七
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
住
所
非
表
示
措
置
等
の
申
出
の
方
法
）

（
住
所
非
表
示
措
置
等
の
申
出
の
方
法
）

第
百
五
条
の
二

第
百
一
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
住
所
非
表
示
措
置
等

第
百
五
条
の
二

第
百
一
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
住
所
非
表
示
措
置
等

の
申
出
を
す
る
に
は
、
住
所
非
表
示
措
置
等
の
申
出
を
す
る
者
又
は
そ
の
代
理
人
（

の
申
出
を
す
る
に
は
、
住
所
非
表
示
措
置
等
の
申
出
を
す
る
者
又
は
そ
の
代
理
人
（

次
項
に
お
い
て
「
申
出
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

次
項
に
お
い
て
「
申
出
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

い
、
申
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る

い
、
申
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
三
条
の
四
に
定
め
る
措
置

措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
（
第
三
項
に
お
い
て
「
申
出
情
報
の
送
信
」
と
い
う
。

を
講
じ
た
も
の
を
送
信
（
第
三
項
に
お
い
て
「
申
出
情
報
の
送
信
」
と
い
う
。
）
し

）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
印
鑑
の
提
出
又
は
廃
止
の
届
出
の
方
法
）

（
印
鑑
の
提
出
又
は
廃
止
の
届
出
の
方
法
）

第
百
六
条

第
百
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
印
鑑
の
提
出
又
は
廃
止
の
届
出

第
百
六
条

第
百
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
印
鑑
の
提
出
又
は
廃
止
の
届
出

を
す
る
に
は
、
印
鑑
の
提
出
若
し
く
は
廃
止
の
届
出
を
す
る
者
又
は
そ
の
代
理
人
（

を
す
る
に
は
、
印
鑑
の
提
出
若
し
く
は
廃
止
の
届
出
を
す
る
者
又
は
そ
の
代
理
人
（

次
項
に
お
い
て
「
印
鑑
提
出
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

次
項
に
お
い
て
「
印
鑑
提
出
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
従
い
、
第
九
条
第
一
項
の
書
面
に
記
載
し
若
し
く
は
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項
又
は

に
従
い
、
第
九
条
第
一
項
の
書
面
に
記
載
し
若
し
く
は
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項
又
は

同
条
第
七
項
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
印
鑑
の
提
出
又
は
廃
止
の

同
条
第
七
項
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
印
鑑
の
提
出
又
は
廃
止
の

届
出
を
す
る
者
が
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
（

届
出
を
す
る
者
が
第
三
十
三
条
の
四
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
（
第
三

第
三
項
に
お
い
て
「
提
出
等
情
報
の
送
信
」
と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
に
お
い
て
「
提
出
等
情
報
の
送
信
」
と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］



（
電
子
証
明
書
に
よ
る
証
明
の
請
求
の
方
法
）

（
電
子
証
明
書
に
よ
る
証
明
の
請
求
の
方
法
）

第
百
六
条
の
二

第
百
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
電
子
証
明
書
に
よ
る
証
明

第
百
六
条
の
二

第
百
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
電
子
証
明
書
に
よ
る
証
明

の
請
求
を
す
る
に
は
、
申
請
人
等
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
第
三

の
請
求
を
す
る
に
は
、
申
請
人
等
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
第
三

十
三
条
の
六
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
六
条
第

十
三
条
の
六
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
三
条
の

三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
（
第
四
項
に
お
い
て
「
証
明
の
請
求

四
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
（
第
四
項
に
お
い
て
「
証
明
の
請
求
に
係

に
係
る
申
請
書
情
報
の
送
信
」
と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
申
請
書
情
報
の
送
信
」
と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

（
電
子
証
明
書
の
使
用
の
廃
止
等
の
届
出
の
方
法
）

（
電
子
証
明
書
の
使
用
の
廃
止
等
の
届
出
の
方
法
）

第
百
六
条
の
三

第
百
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る

第
百
六
条
の
三

第
百
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る

に
は
、
申
請
人
等
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
第
三
十
三
条
の
十
第

に
は
、
申
請
人
等
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
第
三
十
三
条
の
十
第

一
項
（
第
三
十
三
条
の
十
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お

一
項
（
第
三
十
三
条
の
十
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
六
条
第
三
項
に

い
て
同
じ
。
）
の
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
三
条
の
四
に
定

規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
（
第
三
項
に
お
い
て
「
電
子
証
明
書
の
使
用

め
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
（
第
三
項
に
お
い
て
「
電
子
証
明
書
の
使
用
の
廃

の
廃
止
等
の
届
出
に
係
る
書
面
情
報
の
送
信
」
と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

止
等
の
届
出
に
係
る
書
面
情
報
の
送
信
」
と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
識
別
符
号
の
変
更
の
届
出
の
方
法
）

（
識
別
符
号
の
変
更
の
届
出
の
方
法
）

第
百
六
条
の
四

第
百
一
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
識
別
符
号
の
変
更
の
届
出

第
百
六
条
の
四

第
百
一
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
識
別
符
号
の
変
更
の
届
出

を
す
る
に
は
、
申
請
人
等
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
第
三
十
三
条

を
す
る
に
は
、
申
請
人
等
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
第
三
十
三
条

の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す

の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す



べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を

べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
三
条
の
四
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信

送
信
（
第
四
項
に
お
い
て
「
識
別
符
号
の
変
更
の
届
出
に
係
る
書
面
情
報
の
送
信
」

（
第
四
項
に
お
い
て
「
識
別
符
号
の
変
更
の
届
出
に
係
る
書
面
情
報
の
送
信
」
と
い

と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

（
電
子
証
明
書
に
よ
る
証
明
の
再
度
の
請
求
の
方
法
）

（
電
子
証
明
書
に
よ
る
証
明
の
再
度
の
請
求
の
方
法
）

第
百
六
条
の
五

第
百
一
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
電
子
証
明
書
に
よ
る
証
明

第
百
六
条
の
五

第
百
一
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
電
子
証
明
書
に
よ
る
証
明

の
再
度
の
請
求
を
す
る
に
は
、
申
請
人
等
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い

の
再
度
の
請
求
を
す
る
に
は
、
申
請
人
等
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い

、
第
三
十
三
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条
の
六
第

、
第
三
十
三
条
の
十
九
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条
の
六
第

一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す

一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
に
第
三
十
三
条
の
四
に
定
め
る
措

る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
（
第
四
項
に
お
い
て
「
電
子
証
明
書
に
よ
る
証
明
の

置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
（
第
四
項
に
お
い
て
「
電
子
証
明
書
に
よ
る
証
明
の
再
度

再
度
の
請
求
に
係
る
申
請
書
情
報
の
送
信
」
と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
請
求
に
係
る
申
請
書
情
報
の
送
信
」
と
い
う
。
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

動
産
・
債
権
譲
渡
登
記
規
則
（
平
成
十
年
法
務
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
登
記
申
請
の
方
法
）

（
登
記
申
請
の
方
法
）

第
二
十
六
条

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す

第
二
十
六
条

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
申
請
を
す

る
に
は
、
申
請
人
又
は
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
代
理
人
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「

る
に
は
、
申
請
人
又
は
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
代
理
人
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「

申
請
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
登
記
申
請
書

申
請
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
登
記
申
請
書

及
び
令
第
七
条
第
一
項
の
電
磁
的
記
録
媒
体
の
提
出
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

及
び
令
第
七
条
第
一
項
の
電
磁
的
記
録
媒
体
の
提
出
に
代
え
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

に
係
る
情
報
に
商
業
登
記
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
法
務
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
十

に
係
る
情
報
に
商
業
登
記
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
法
務
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
十

六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
条
の
四
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
不
動
産
登
記
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
電
子
署
名
）

（
電
子
署
名
）

第
四
十
二
条

令
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
電
子
署
名
は
、
電
磁
的
記
録
に
記

第
四
十
二
条

令
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
電
子
署
名
は
、
電
磁
的
記
録
に
記

録
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
に
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

録
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
に
、
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
五
七

五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
五
七

三
一

八
の
附
属
書
Ｄ
に
適
合
す
る
方
法
で
あ
っ
て
同
附
属
書
に
定
め
る
ｎ
の
長
さ

三
一

八
の
附
属
書
Ｄ
に
適
合
す
る
方
法
で
あ
っ
て
同
附
属
書
に
定
め
る
ｎ
の
長
さ

―

―

の
値
が
二
千
四
十
八
ビ
ッ
ト
（
指
定
公
証
人
（
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第

の
値
が
二
千
四
十
八
ビ
ッ
ト
で
あ
る
も
の
を
講
ず
る
措
置
と
す
る
。

五
十
三
号
）
第
七
条
ノ
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
公
証
人
を
い
う
。
）
が
講
ず
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
千
四
十
八
ビ
ッ
ト
又
は
三
千
七
十
二
ビ
ッ
ト
）
で
あ
る
も
の

を
講
ず
る
措
置
と
す
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


